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SITC船における大連向け少量危険物貨物のラベル貼り付けに関する御願い 
 
 

平素は格別なご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。  

 
SITC JAPANより、SITC船における 大連 向け少量危険物貨物については、従来
のLimited Quantityラベルでは、大連港では揚げ荷役が出来なくなるとの指示があり、
今後、少量危険物貨物に関しても、通常の危険物同様のラベルを貼り付けて頂かなけれ

ばならなくなりました。 

 
上記旨は、既にﾌﾞｯｷﾝｸﾞ店所経由で荷主殿に伝えていると思いますが、今後、SITC

船にける大連向けの貨物が搬入される際に通常のラベルの貼り付けが義務付けられる

こととなりますので、貼り付けられていない場合は、ｹﾞｰﾄにて搬入が中止され、貼り付

け後の搬入が要請されることとなります。然し、貼り付け後の搬入が CY CUT日に間
に合わなく、時間的に余裕が無い場合は、予定本船に積まれないこともあり得るので、

船社の要請通りにして頂きたく思います。 

 
上記に伴い、従来危険物明細書に記入して頂いています Limited Quantityの分も無
くなりますので、そちらの方も合わせてご協力願います。 

 
この取り扱いにより、皆様にご面倒をお掛けすることとなりますが、貨物のｹﾞｰﾄ搬入

及び大連港での揚げ荷役をｽﾑｰｽに行うことが出来るようご協力願います。 

 
以上  

 
 

 
 
 


